
仕 様 書 

 

１．業務名  品第５号  見附市役所庁舎等自動体外式除細動器一式 賃貸借 

 

２．賃貸借期間  令和７年５月１日から令和 12 年４月３０日まで 

（60 ヶ月間、地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

 

３．納入期限  令和７年４月３０日 

 

４．納入場所（６施設） 

※各施設の収納場所 

  既設壁露出型ボックス  サイズ：600×440×180ｍｍ 

 

５．賃貸借物品概要（１施設あたり） 

自動体外式除細動器のパッケージセット＋定期交換消耗品 

①自動体外式除細動器（ＡＥＤ）本体 ： １台 

②バッテリ  １個 

③成人・小児兼用電極パッド ： ２組 

  又は、成人用電極パッド ： ２組と小児用電極パッド ：１組 

  ※小児／成人のモード切換スイッチを搭載する AED であれば、成人・小児兼用の電極パッド可。 

⑤専用キャリングケース ： １個 

⑥ＡＥＤ救急セット ： １セット（ハサミ、脱毛用具等） 

⑦契約期間中に必要な定期交換消耗品(ﾊﾞｯﾃﾘｰ､ﾊﾟｯﾄﾞ等)   ： １式 

及び実使用時の無償交換とする物品 

⑧取扱説明書（日本語） ： １部 

 

６．機器仕様等 

 （１）医療器具として薬事法上の承認を得ていること。 

 （２）ＪＲＣ蘇生ガイドライン２０２０（日本版）に準拠していること。 

 （３）設置する機器等は、新品未使用とし、設置の際に使用可能な状態にすること。 

施設名 住所 設置箇所 担当課 

見附市役所庁舎 見附市昭和町２－１－１ 庁舎 1 階 総務課 

中央公民館 見附市本町２－５－９ １階ロビー まちづくり課 

見附中学校 見附市島切窪町６４４－２ 体育館入口 

教育総務課 
南中学校 見附市名木野町７１４ 体育館入口 

今町中学校 見附市今町４－１－７ 体育館入口 

西中学校 見附市市野坪町１２７ 体育館入口 



 （４）日本語音声による操作手順をガイドする機能を有すること。 

 （５）本体のエラー等があった場合、１箇所のインジケーターで確認ができる機種とすること。 

 （６）出力波形は二相性波形であること。 

 （７）ＡＥＤ本体、電極パッド、バッテリについて毎日セルフチェックが実施され、不具合等が生じた場合

は音声と表示で異常を知らせる機能を有すること。 

 

７．保守条件等 

 （１）保証期間はＡＥＤ本体納入後５年以上とし、故障等が生じた場合は、担当技術員を派遣し、正常な

状態に回復させること。 

 （２）保守に要する費用、使用期限切れの消耗品の交換及び実使用時の消耗品の交換に係る費用につ

いては、全て賃貸借料に含むものとする。 

 （３）上記（２）の交換については、受注者が職員を派遣し行うこと。（送付は不可） 

 （４）通常の管理下及び使用での故障や破損等により、本体及び付属品が使用できなくなった場合は、

施設職員からの連絡に基づき設置場所へ訪問のうえ、必要に応じて代替品の用意、機器の修理ま

たは交換等を行い、常に使用可能な状態を保つこと。 

 

８．賃借料の支払 

 ・賃借料は月額払いとし、当該月の賃借料を翌月初めに請求し、市は請求書を受領した日から３０日以

内に支払うものとする。 

 ・請求書は、施設担当課ごとに分けて発行し、その費用も含めて見積ること。 

 

９．その他 

 ・賃貸借料には、設置作業及び期間満了後の撤去費用を含むこと。 

 ・破損、盗難、故障時の交換費用を含むこと。 

 ・既設のボックスに収納すること。ただし、既設のボックスに収納できない場合は、施設担当者等の了解

の上、新たに収納可能なボックス（扉を開けると警報音が鳴ること。）を設置すること。その場合の費用

は受注者の負担とする。また、既設のボックスの撤去については無償で行うこと。 

 ・納入時に施設職員に対し、必要な説明を無償で行うこと。 

 ・この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。 

 


